
別紙１ 

仕　　　様　　　書 

 

 

 

１．業 務 名　　　　小・中学校プール用水循環装置点検整備業務（珪藻土ろ過式） 

２．業務場所　　　　別紙のとおり 

３．業務実施期間　　契約締結の日から令和８年１１月２７日まで 

　　　　　　　　　　（ただし、各学校のプール使用開始前と終了後の２回点検完了まで） 

４．業務内容 

基本仕様　　　処理システムが水質を維持するものであるから各メーカー仕様等に準じ業務を行うこと。 

                    　　実際の作業内容は下記のとおりとする 

　　　　　　　　　　１）使用前点検　　・ポンプ軸受、潤滑油の点検、入れ替え、補充 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・グランドパッキンの点検、調整 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・回転部品の点検、調整 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・エレメントの漏水調査及び一般点検 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・止まり水開放復旧 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・各スイッチの点検、増締 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・各種フィルター等の点検、清掃 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・絶縁抵抗、制御盤操作機能確認 

　　　　　　　　　　２）使用後点検　　・ポンプ軸受、潤滑油の点検 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・グランドパッキンの点検増締 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・エレメント薬品洗浄、水洗い、水抜き 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・機内水洗、洗浄、防錆処置 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・止まり水開放復旧 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・各スイッチの点検、増締 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・絶縁抵抗、制御盤操作機能確認 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・越冬に対する処置 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・不良箇所の点検報告 

５．提出書類　　　　・業務写真（作業中、完了の各一部） 

　　　　　　　　　　　取替部品・材料があれば明確に判断ができる写真を提出すること。 

・点検作業報告書（一部） 

・業務完了通知書（一部　様式あり） 

６．環境に関する配慮事項 

　　　　　　　　　　　別紙２「特記仕様書（環境編簡易）」のとおり 

７．下関市暴力団排除条例による措置 

　　　　　　　　　　　別紙３「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」のとおり 

８．特記事項　　　　・業務に関しては、学校関係者と十分打ち合わせを行うこと。 

                     ・点検完了後、次回の使用時に必要な部品等の所在は明確にしておくこと。



別紙

令和8年3月現在

住　　　　　所 設置年度 経過年数 製造ﾒｰｶｰ ろ過装置型式 備　　　考

1. 養治小学校 下関市本町二丁目6-1 平成 10 28 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206AT)

2. 名陵小学校 下関市名池町10-1 昭和 52 49 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

3. 関西小学校 下関市関西町12-1 昭和 52 49 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

4. 桜山小学校 下関市上新地町二丁目5-10 昭和 46 55 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA40-206)

5. 向山小学校 下関市向山町14-1 昭和 57 44 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

6. 生野小学校 下関市幡生本町7-14 平成  2 36 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

7. 西山小学校 下関市彦島迫町五丁目13-21 平成  3 35 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

8. 江浦小学校 下関市彦島江の浦町三丁目4-1 平成  5 33 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA100-210)

9. 角倉小学校 下関市彦島角倉町三丁目5-5 平成  6 32 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA100-210)

10. 向井小学校 下関市彦島向井町二丁目20番1号 平成 19 19 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206AT)

11. 小月小学校 下関市小月西の台6-1 昭和 53 48 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

12. 清末小学校 下関市清末西町一丁目6-1 平成  3 35 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

13. 王司小学校 下関市王司神田六丁目9-1 昭和 62 39 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

14. 豊浦小学校 下関市長府亀の甲二丁目2-1 昭和 57 44 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

15. 勝山小学校 下関市秋根上町二丁目2-1 昭和 62 39 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

16. 川中小学校 下関市伊倉本町19-1 平成  7 31 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(MS-Ⅳ)

17. 安岡小学校 下関市安岡町三丁目5-5 昭和 56 45 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

18. 吉見小学校 下関市吉見里町一丁目8-1 平成  3 35 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

19. 吉田小学校 下関市吉田町1044-2 昭和 46 55 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

20. 内日小学校 下関市大字内日下1031 平成  5 33 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

21. 山の田小学校 下関市山の田中央町13-1 昭和 46 55 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206AT改)

22. 川中西小学校 下関市古屋町二丁目9番1号 平成 19 19 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206AT)

23. 垢田小学校 下関市新垢田西町一丁目1-1 昭和 57 44 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

24. 長府小学校 下関市長府松小田北町14-1 昭和 54 47 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

25. 一の宮小学校 下関市一の宮住吉一丁目8-1 昭和 61 40 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

26. 熊野小学校 下関市熊野西町10-1 平成  2 36 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

※設置年・経過年数・ろ過装置型式は、参考データとする。

小学校プール用水循環装置（珪藻土ろ過式）一覧

学　校　名



別紙

令和8年3月現在

住　　　　　所 設置年度 経過年数 製造ﾒｰｶｰ ろ過装置型式 備　　　考

1. 日新中学校 下関市上田中町一丁目15-1 平成  1 37 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

2. 向洋中学校 下関市向洋町一丁目14-1 平成  3 35 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

3. 文洋中学校 下関市上新地町五丁目6-1 昭和 61 40 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

4. 名陵中学校 下関市丸山町一丁目13-3 昭和 47 54 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

5. 東部中学校 下関市清末陣屋５番１０号 平成  21 17 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206ATB)

6. 長府中学校 下関市長府逢坂町３番１号 平成  20 18 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206AT)

7. 川中中学校 下関市伊倉新町四丁目６番１号 平成  21 17 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206AT)

8. 吉見中学校 下関市永田本町一丁目3-10 昭和 55 46 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

9. 彦島中学校 下関市彦島江の浦町二丁目25-1 平成  2 36 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

10. 玄洋中学校 下関市彦島本村町二丁目8-1 昭和 55 46 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

11. 木屋川中学校 下関市木屋川南町二丁目660 平成  4 34 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

12. 山の田中学校 下関市山の田本町8-1 昭和 54 47 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA40-204)

13. 垢田中学校 下関市大字垢田字笹原1127-6 昭和 60 41 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

14. 長成中学校 下関市長府日の出町4-1 平成  2 36 ﾐｳﾗ化学 A1ﾌｨﾙﾀｰ(PA60-206)

※設置年・経過年数・ろ過装置型式は、参考データとする。

中学校プール用水循環装置（珪藻土ろ過式）一覧

学　校　名





別紙３ 

下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項 

（総則） 

第１条　発注者と受注者は、下関市暴力団排除条例（平成２３年条例第４２号）第３

条に規定する基本理念に基づき、同条例第６条の規定による措置として、この特記

事項を設ける。 

（暴力団排除に係る契約の解除） 

第２条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対しな

んらの催告を要せず、この契約を解除することができる。 

(1) 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には

その役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下

同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）であると認められるとき。 

(2) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる

とき。 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与

するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与して

いると認められるとき。 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号

のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる

とき。 

(7) 受注者が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、

原材料等の購入契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場合を除く。）に、

発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったと



き。 

２　前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償について

は、この特記事項が付加される契約（以下「本契約」という。）の規定による。 

（関係機関への照会等） 

第３条　発注者は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、受注者に対

して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の

警察署に提供して、受注者が前条第１項各号に該当するか否かについて、照会でき

るものとする。 

２　受注者は、前項の規定により、発注者が当該警察署に照会を行うことについて、

承諾するものとする。 

（本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置）　 

第４条　受注者は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者（この条において

「下請事業者等」という。）が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨

害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やか

に発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。 

２　発注者、受注者及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力

して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるもの

とする。 

 


